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令和３年１２月１４日 

 

⻄尾久保育園⺠営化後の運営事業者の選定結果について 
 

西尾久保育園の民営化について、公募により事業者を選定しましたので、ご報告いたします。 

 

１ 選定について 

（１）選定事業者 
選定委員会により選定された事業者は以下のとおりです。 

 

  ・事業者名  社会福祉法人 三樹会 

    ・所在地   埼玉県さいたま市南区鹿手袋四丁目１７番２２号 

    ・代表者   理事長 細野 智樹 

    ・事業実績  認可保育所１５園（うち、区内２園） 

（２）選定委員会について 
    審査を公平かつ適正に実施するため、荒川区私立認可保育所整備及び運営事業者選定

委員会を設置し、事業者の選定をいたしました。 

 

選定委員会の委員構成は、以下のとおりです。 

    ・委 員 長 北川副区長 

    ・副委員長 子ども家庭部長 

    ・委 員 総務企画部企画担当課長 

          区立保育園園長 

    ・外部委員 学識経験者 １名 

          地域代表者 １名 

          財務専門家 １名 

     合計７名 

（３）選定の経過について 
 ①選定スケジュール 

  ６月１７日 第１回選定委員会（公募要項等の決定） 

     ２３日 事業者公募開始 

７月１２日 事業者公募参加申込書締め切り（７事業者が申込） 

７月１５日 公募説明会及び現地見学会 

   ８月 ６日 公募提案書提出締め切り（７事業者が提案書提出） 

   ９月１６日 第２回選定委員会（第一次審査）※書類審査にて上位３事業者を選定 

１０月２９日 第３回選定委員会（第二次審査）※プレゼンテーション審査 

  １２月 ２日 荒川区議会 文教・子育て支援委員会において、選定事業者について説明 
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 ②応募者 

  公募参加申込締め切りまでに、７事業者から応募がありました。 

 

 ③審査項目 

  計２７項目  

≪内訳≫理念・方針：２項目､運営計画：１項目､事業運営：１４項目 

適正な施設管理：１項目、職員体制：４項目 

事業実績・外部評価：４項目、引き継ぎ：１項目 

  

 ④選定委員会（３回開催） 

第 1 回選定委員会において公募要項及び審査評価表の審議を行い、決定しました。 

選定委員会では、５月に実施した保護者説明会でのご意見を踏まえ、下記のとおり公募

要項を修正いたしました。 

 

  【定員変更】 

    

 

 

 

   第２回選定委員会において書類審査を行い、上位３事業者を選定しました。 

   第３回選定委員会において事業者によるプレゼンテーションを行い、最終的な評価結果    

を集計し、その後、選定委員会の総意として事業者を決定しました。   

 

２ 評価のポイント 
  選定事業者は、次の４点で特に高い評価を得ました。 

（１）保育内容の特色 
  ・保育所保育指針に基づき、保育の基本方針「子どもの主体性・自主性を育てる保育」のもと

子ども一人ひとりの人権を尊重し、成長を見守り援助するための保育を実施している。 

・四季をとおして自然に触れ、五感を使った思い思いの遊びに取り組む中で、気づきや学び等、

生きる力の基礎を育くんでいる。 

（２）子どもの健康管理（感染症予防対策や衛生面での取組を含む） 
・職員が感染症等に対する正しい知識を持って従事することに加え、子どもが心身ともに健康

に過ごすことのできる環境を作り、順調な発育・発達を保障していくことを重視している。 

・保護者と園が連携し、家庭において感染予防や病気の早期発見ができるよう具体的な情報を

園から発信するとともに、感染症に共通理解を求め、家庭と連携しながら健康教育を進める

取組を行っている。 

  

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

修正前 12 人 24 人 26 人 26 人 31 人 31 人 150 人 

修正後 12 人 24 人 26 人 26 人 26 人 26 人 140 人 
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（３）職員体制及び保育の質向上のための取組 
・法人内の異動によって実務経験豊富な職員の確保に努め、園の運営に大きな影響を持つ園長 

候補者は保育経験年数３０年以上の人材とする、主任やクラスリーダーを含む主要な職員に

ついても具体的な候補者を想定する等、保護者や園児に安心した保育を提供できる体制を予

定している。 

・外部の専門研修の受講に加え、研修内容の園への反映、園ごとに研修担当者を配置して研修

計画の実行をサポートする体制整備等、職員の資質向上に取り組んでいる。 

（４）業務の引き継ぎ 
・西尾久保育園の保育理念や保育内容の継承を前提とした引継ぎとし、児童の情緒安定を第一

に、環境の変化に配慮しながら児童一人ひとりの育ちや個性を理解するよう努めるとともに、

保護者の思いを受け止め、精神的な負担が無いように配慮し、信頼関係を築いていく。 

  ・公設公営から民営（指定管理園）への移行実績（２園）を有している。 

 

３ 今後の予定 
令和４年 ２月 ２月会議に議案を提出（公私連携法人協定締結等） 

       ３月 協定締結 

        ４月 民営化移行に伴う引継業務の開始 

令和５年 ４月 公私連携型保育所開園 

 

来年度は、民営化に向けた引き継ぎを実施する予定です。 

引き継ぎの詳細につきましては、事業者と協議の上、決まり次第お知らせいたします。 



東尾久八丁目公私連携型保育所公私連携法人公募　審査評価結果

1
法人としての理念、法人の概要、保育理念、目標
【様式５】 3 3 1 0 32 5 2 0 0 38 3 0 4 0 26

2 法令等の遵守【様式６】 2 5 0 0 16 3 4 0 0 17 1 1 5 0 10

運
営

計
画

3 運営資金計画【様式７】 7 14 7 14 7 14

4 保育内容の特色【様式８】 5 2 0 0 38 3 3 1 0 32 0 1 6 0 16

5 保育環境の構成と整備【様式９】 2 5 0 0 16 5 1 1 0 18 1 2 4 0 11

6 給食の提供【様式１０】 3 4 0 0 17 2 4 1 0 15 1 2 4 0 11

7
特別支援児保育の事業実施の考え方や実績【様式
１１】 2 5 0 0 16 5 1 1 0 18 1 5 1 0 14

8
延長保育、年末保育の事業実施の考え方や実績
【様式１２】 2 5 0 0 16 4 2 1 0 17 2 4 1 0 15

9
一時保育の事業実施の考え方や実績、その他独自
の取組み【様式１３】 2 5 0 0 16 2 4 1 0 15 1 4 2 0 13

10
食育、地域との交流や活動等についての取組み
【様式１４】 6 1 0 0 40 6 0 1 0 38 2 1 4 0 24

11
子どもの健康管理（感染症の予防対策や衛生面で
の取組みを含む。）【様式１５】 3 4 0 0 34 3 3 1 0 32 3 0 4 0 26

12 安全保育に対する対策【様式１６】 4 3 0 0 36 2 4 1 0 30 0 2 5 0 18

13 児童虐待防止に関する取組み【様式１７】 3 4 0 0 34 6 0 1 0 38 0 3 4 0 20

14
保護者対応（対応体制、意思疎通の図り方）【様式
１８】 3 4 0 0 17 2 5 0 0 16 1 4 2 0 13

15
サービス向上に向けた保護者の意見を反映させる
取組み、外部への情報提供【様式１９】 3 4 0 0 34 4 2 1 0 34 1 4 2 0 26

16
園児、保護者、職員等の個人情報保護体制【様式
２０】 1 6 0 0 15 1 5 1 0 14 0 2 5 0 9

17
危機管理（防災、防犯、施設の危険防止対策、園
児の安全確保等）【様式２１】 6 1 0 0 40 4 2 1 0 34 1 4 2 0 26

適

正

な

施

設

管

理

18
施設を適正かつ効率的に管理するための工夫【様
式２２】 0 7 0 0 14 1 3 2 0 11 2 2 3 0 13

19 職員体制【様式２３】 0 7 0 0 28 1 2 4 0 22 0 1 6 0 16

20 保育士の離職率、採用者数【様式２４】 0 7 0 0 14 1 6 0 0 15 0 5 2 0 12

21 職員の勤務管理、健康管理【様式２５】 3 4 0 0 17 3 3 1 0 16 1 4 2 0 13

22 保育の質向上のための取組み【様式２６】 2 5 0 0 32 1 5 1 0 28 0 1 5 1 14

23
法人が運営している保育園の事業運営の実績、今
後の保育施設の整備計画【様式２７】 7 42 7 42 7 14

24 法人の財務状況【財務諸表等】 7 21 7 14 7 21

25
法人が運営している認可保育園全園における都道
府県等の直近３年間の指導検査の内容
【指導検査結果及び改善状況報告書】

7 28 7 42 7 42

26
法人が運営している認可保育園全園の直近の第三
者評価【第三者評価書】 0 6 1 0 13 0 7 0 0 14 1 2 4 0 11

引
き
継
ぎ

27 業務の引き継ぎ【様式２８】 2 5 0 0 32 0 4 2 1 20 0 3 4 0 20

345 324 3 0 672 381 226 37 0 644 159 168 141 0 468

80.0% 76.7% 55.7%

※Ａ～Ｄ欄の数字は、当該評価を行った委員の数 重点項目　Ａ＝６　Ｂ＝４　Ｃ＝２　Ｄ＝０ 評価の目安：　 Ａ

※○が付された項目は重点項目 一般項目　Ａ＝３　Ｂ＝２　Ｃ＝１　Ｄ＝０ Ｂ

※網掛け項目は、事務局にて採点する項目 Ｃ

Ｄ
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